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は じ め に  

 

この本は、中学生・高校生以上を対象とした消費者教育の読本です。「消

費者教育」は皆さんにとってあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、コン

ビニで買い物をしたり、携帯電話やインターネットで情報を調べたり、普段み

なさんが消費者として生活する場面でぜひ知っておいて欲しい内容が盛り込

まれています。 

消費者をめぐっては、近年、経済情勢の変化、情報化社会の進展、様々

な取引をめぐるトラブル、身近な事故の多発など、その環境に大きな変化が

生じています。そのような環境の変化に適確に対処できる自立した消費者にな

るためには、消費者が自ら進んで必要な知識を学習すること（消費者教育）

が必要です。 

この本の中では、消費者教育の内容を「安全」「契約・取引」「情報」「環

境」の4つに分けて紹介しています。ページに1つずつ3コママンガが載ってい

ますので、まずはマンガだけでも読んでみましょう。 

また、各項目の最後のページには「おさらいクイズ」を用意しています。分

からない問題があれば、前のページに戻って文章をじっくり読んでみましょう。 

消費者教育では、みなさんがこの読本などを使って学習し、自主的かつ

合理的な消費生活が送れるようになることを目指しています。さらに、個人の

消費生活を豊かにすることにくわえて、一市民として社会全体をよりよくする活

動に積極的に参加できる消費者市民となっていただくことも目指しています。 

本書がみなさんの今後の消費生活のお役にたてれば幸いです。 
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消費者教育について 
 

消費者保護基本法が2004年に改正され、消費者基本法が成

立しました。これまでは「保護の対象」であった消費者が「権利の主

体」となり、消費者の権利が明確化されました。消費者もその権利を

理解し、「自立した消費者としての行動」が求められています。 
 

政府はこの法律に基づいて消費者基本計画を策定しました。消

費者の安全・安心確保のための仕組みづくり、消費者の自立のため

の基盤整備、緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応など、

消費者が安全で安心した消費生活を送ることができるよう様 な々施

策を実施しています。 
 

消費者には「教育の機会が確保される権利」があり、生涯にわたっ

て消費生活について学習する機会が提供される必要があります。消

費者も、自立した権利の主体となるためには、必要な知識を習得し、

生活環境に適応する能力をつける必要があります。 

消費者基本法では、国民の消費生活における基本的な需要が満た

され、その健全な生活環境が確保されるために、次の「消費者の権利」

が定められています。 
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消費者の権利 

■安全が確保される権利 ■必要な情報が提供される権利 

■意見が反映される権利 ■選択の機会が確保される権利 

■教育の機会が確保される権利 ■被害が救済される権利 




